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千葉市地域自立支援協議会全体会
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千葉市基幹相談支援センターネットワーク （令和6年度）

中央区障害者基幹相談支援センター

( ) 中央区市場町2-15渡辺ビル201
( ) 043-445-7733
（ ） 043-445-7785
（ ） chuo-kikan@cckikan.or.jp
（ ） JR「本千葉」駅より徒歩6分

千葉都市モノレール「県庁前」駅より徒歩5分

花見川区障害者基幹相談支援センター

（ ） 花見川区畑町591-17
（ ） 043-239-6427
（ ） 043-239-6428
（ ） hanamigawa-kikan@seishinkai.or.jp
（ ） 京成バス「畑町東」バス停より徒歩2分

稲毛区障害者基幹相談支援センター

（ ） 稲毛区作草部2-4-6
（ ） 043-254-0671
（ ） 043-290-6530
（ ）
（ ） 千葉都市モノレール「作草部」駅より徒歩2分、
（ ） 千葉シティバス・千葉内陸バス「作草部駅」バス

停より徒歩2分

若葉区障害者基幹相談支援センター

（ ） 若葉区大宮町2112-8
（ ） 043-312-2853
（ ） 043-265-5405
（ ）
（ ） 千葉中央バス「大宮市民の森」バス停より徒歩１分

千葉中央バス「東山科入口」バス停より徒歩3分

緑区障害者基幹相談支援センター

（ ） 緑区おゆみ野4-22-6初芝第5ビル101
（ ） 043-312-4891
（ ） 043-312-4892
（ ） midori-kikan@mirai-kobo.or.jp
（ ） JR「鎌取」駅より徒歩8分

美浜区障害者基幹相談支援センター

（ ） 美浜区真砂2-3-1
（ ） 043-304-5454
（ ） 043-304-6322
（ ） mihama-kikan@shunyoukai.or.jp
（ ） 千葉海浜交通バス「東京歯科大正門前」又は「真砂

中央公園」又は「2丁目23街区」バス停より徒歩5分
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3
千葉市障害者基幹相談支援センターの業務

千葉市障害者基幹相談支援センターネットワーク

（１）一般的・総合的・専門的な相談支援 （４）地域自立支援協議会の運営

（2）地域の相談支援体制の強化の取組み （５）権利擁護・虐待の防止

（３）地域移行・地域定着の促進の取組み

（６）障害者相談支援に関する各種情報
の収集、集約、発信

ワントストップの相談窓口として、様々な障
害の種別や各種のニーズに対応できる相談
支援を実施します。

住みなれた地域でその人らしく暮らしてい
けるような体制作りのための定期的な協議
の場として、自立支援協議会を運営します。

成年後見制度の利用支援や障害があるご本
人の意思決定支援などを行います。また、虐
待に至らないように、必要な福祉サービス
の導入やご家族への支援を行います。

地域の相談員が業務に活用できるよう地域
における様々な支援機関の情報の収集、集
約、発信を行います。

個別のケース対応について所管区内の相談
支援事業所からの相談に応じ、専門的な指
導、助言を行うほか、支援が困難なケースに
対しては協働して支援にあたります。定期的
に事例検討会や研修会を開催し、地域の相
談員の人材育成の支援を行います。児童や
高齢など障害福祉分野以外の支援者の皆さ
んとの連携強化にも取り組みます。

病院や施設などで長年暮らしている方たち
がグループホームや一人暮らし、家族との生
活を始めることを支援します。また、その方
たちの生活が安定して継続できるように支
援します。



・千葉市基幹相談支援ネットワーク会議を毎月・年間１２回開催し、運営事務局会議にあげる課題を整理。

・重点課題項目等について、６区で役割分担して対応。県基幹連絡会加入。

千葉市障害者基幹相談支援センターネットワーク
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千葉市自立支援協議会の概要（令和6年度）



相談支援事業所に対する取組み
研修会開催、相談員の人材育成支援

・相談支援専門員の後方支援を担う役割から、各区基幹

相談支援センター研修委員が合同研修会の企画、運営

  等を行う。

・障害の基礎的分野の知識、相談援助技術、アセスメント等、

相談員としての土台となる部分の学習・啓発に取り組み、

その上で専門的分野の研修も取り入れていく。

・相談支援専門員は一人職場も多く、地域の同種同業者

と顔の見える関係を作ることも重視。

・今後も千葉市で相談支援専門員とともに、地域の課題と地域づくりを考えていく。
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日 程 内容

令和６年 5月 9日 発達障害の方の理解と相談支援のポイント

令和６年 ７月１１日 医療との連携について～訪問看護・訪問薬局～

令和６年 ９月１２日 意思決定支援について

令和６年１１月１４日 支援記録の書き方について

令和7年 1月 9日 多職種連携について

令和7年 ３月13日 虐待防止研修

千葉市障害者基幹相談支援センターネットワーク

市内の取組の他、千葉県の研修（相
談支援専門員研修（初任者研修・現
任研修インターバル研修／主任相談
支援専門員研修））にも協力・対応



各区基幹センターに医療的ケア児等コーディネーターを配置し、令和6年度は以下
の取組みを行った。

・令和5年度に引き継き、千葉市防災対策課と連携し、個別避難計画作成に関する会
議への参加及び作成支援を行うとともに、各区で計画に基づく避難訓練を行った。
＜避難訓練実績＞

中央区：令和6年11月13日（水） 〔人工呼吸器を装着している方の避難〕

花見川区：令和6年11月13日（水）〔お寺での避難訓練〕

稲毛区：令和6年11月25日（月） 〔自宅から線路を超えて有料老人ホームへ避難〕

若葉区：令和6年12月13日（金）   〔車で移動し避難スペースの確認訓練〕

緑 区：令和6年11月13日（水）   〔エレベーターが止まったことを想定した訓練〕

 美浜区：令和6年11月27日（水）  〔電源が必要な方の自宅から公民館への避難〕

・医療的ケア専門部会 【毎月第３木曜日 16:30～17:30】

・千葉市医療的ケア児等コーディネーター会議 【年6回開催】

・防災部会 【年4回開催】

・医療的ケアに関わる事業所を集めての意見交換会を開催

令和6年9月6日（金）医療的ケア児者等受入事業所交流会 〔32事業所が参加〕
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医療的ケア・身体障害の方の課題に対する取組み



知的・発達の重い方等の居場所等の課題に対する取組み

行動障害を考える会 （令和2年度発足）
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・行動障害を考える会開催日程・検討内容

令和6年 5月22日（水） 行動障害関連アンケート・行動障害スコア分布活用検討等

令和6年12月23日（月） 研修の振り返り・行動障害関係アンケート集計結果報告分析

令和7年 1月15日（水） 行動障害関係アンケート調査分析活用の方法について

令和7年 3月19日（水） 事業報告、R7年度事業計画等

・関係機関と隔月で会議を開催し、重度知的発達の方の支援について検討した
り、行動障害の理解のための研修会を行った。

・千葉市が令和6年8月～9月に実施した強度行動障害アンケート調査の分析
を行った。

・行動障害の理解を目的とした研修会「発達障害・自閉症の理解と対応」開催

令和6年7月17日（水）行動障害を引き起こさないために 〔１９０事業所が参加〕

令和6年９月1８日（水）行動障害の支援について 〔１４６事業所が参加〕
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千葉市強度行動障害アンケート調査 概要

（１）目的

強度行動障害を有する市民について、現在の支援や通院等の状況を把握するとと
もに、当事者ニーズや支援に係る課題を把握することなどを目的としてアンケート調
査を実施した。

（２）対象者・対象者数

令和6年6月1日時点において、千葉市受給者台帳に掲載されている方のうち、障
害支援区分調査において、行動関連項目のスコアが10点以上の在宅で生活する者。

対象者数：564名

（３）調査方法・調査期間

全対象者に対してアンケート用紙を送付。
同封の返信用封筒による送付又は電子申請による回答により受付。
調査期間：令和６年8月1日～令和6年9月２日
（調査期間終了後も回答があった場合は受付。報告書は令和６年１１月１５日までの回答をもとに作成）

（４）アンケート報告書

千葉市ホームページ
https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/koreishogai/shogaifukushi

/kyoukou-chousa.html

https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/koreishogai/shogaifukushi
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千葉市強度行動障害アンケート調査に係る基幹センターの取組

障害者基幹相談支援センターの支援

アンケートを回答いただいた方のうち、障害者基幹相談支援センターへの個人情報の提

供に「同意する」と回答した方は、２５１名（85.4％）。基幹相談支援センターが必要に応
じて個別に対応していく予定。

質問13 将来的にどこで、どのような暮らし方を考えているか、それはいつ頃か
上記質問に対し、「家族と離れグループホーム・施設入所」「ホームヘルプサービスなどを
利用して一人暮らし」と回答いただいた方のうち、「できるだけはやく」と選択した方への
連絡と支援を実施。



地域生活を支えるコーディネートへの取組み
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（１）司法と福祉の「新つながり隊」参加
司法・医療・福祉関係者の顔の見える関係づくりのため、福祉まるごとサポートセンターが事務局と

なって開催する研修に、基幹センターからも参加。

令和5年度は中央区と若葉区で開催。令和６年度はその他４区で以下のとおり開催。

稲毛区 R6.6.14 参加人数 53人 「弁護士と福祉専門職の関わり～消費者相談～」

花見川区 R6.9.20 参加人数 42人 「刑事弁護における福祉・医療の連携」

緑区 R7.3.13 参加人数 ４８人 「弁護士と福祉専門職との関わり～債務整理・成年後見～」

美浜区 R7.3.13 参加人数 ４４人 「福祉と労働～福祉労働における労働問題～」

（２）千葉障害者就業支援キャリアセンター企画 地域意見交換会 参加
障害者の就労を考えるとともに企業の動向やグループワーク等を通して、当事者の意向を知る。

・令和6年4月16日、６月５日、8月6日、10月8日、12月6日、令和7年2月18日 18時～20時

（３）あんしんケアセンターと連携 地域ケア会議・多職種連携会議 参加
各区で開催されている地域ケア会議・多職種連携会議に参加し、地域の医療、保健、福祉のさまざま

な関係機関との連携強化を図った。

（４）生活自立・仕事相談センターと連携 支援調整会議 参加
各区で開催されている支援調整会議に参加。

弁護士による
ミニ講座と

グループワーク



・拠点登録を検討している事
業所向けに拠点の基本的な説
明や医療観察法について、緊
急の方を受け入れている事業
所の紹介等の勉強会を開催。
＜開催日＞
7月26日・8月2日・12月20
日・1月24日・3月12日

地域生活支援拠点に関する取組み
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千葉市は地域の障害福祉サービス事業所が協力し支える“面的整備型”。

障害者の重度化・高齢化や親亡き後を見据え、緊急時の対応や施設や病院からの地域移行の
推進を担う取組で、千葉市では「緊急を緊急にしない」予防の取組みに力を入れ、各区に配置さ

れた地域生活支援拠点コーディネーターが以下の取組みを行った。

予防的な取組み

・計画相談員に対し、長期的
な計画と日頃からの準備の協
力を依頼。

・グループホーム等体験促進
キャンペーンを実施。

４８名の体験応募あり .

・いざというときにコーディ
ネーターが活用するメーリン
グリスト登録を促進。

当事者や家族
の参加・体験
の申込あり！

就業者に向けた取組み

・就業しているものの家族と
職場以外で社会参加の繋がり
が薄い方を対象に130人規
模で交流会を実施。

＜開催日＞
10月26日（土）
＜内容＞
体験利用を活用して入居した
ご本人とその家族から実体験
のお話し。

勉強会開催

そのほか、シェルター関係機
関情報共有会議や千葉県の
拠点等大会等にも出席

施設の空き状
況アンケートも
実施



触法障害者に関して（再犯防止事業）の取組み
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（２）「千葉市再犯防止にかかるネットワーク会議」参加

（千葉県中核地域生活支援センター連絡協議会枠で出席）

構成団体：千葉市更生保護女性会連絡協議会・千葉県帰性会・千葉市保護司会連絡協議会・千

葉県弁護士会・千葉県中核地域生活支援センター連絡協議会・千葉県地域生活定着支援セン

ター・千葉市社会福祉協議会・千葉保護観察所・千葉地方検察庁・東京矯正管区・千葉少年鑑別

所・八街少年院・千葉刑務所・千葉公共職業安定所・千葉県警察本部）

会議開催日 ： 令和6年６月２６日

（１）「再犯防止事業」 参加

千葉県より中核地域支援センター連絡協議会を通じ再犯防止事業参加依頼受託。

（千葉県中核地域生活支援センター連絡協議会に千葉市障害者基幹相談支援セン

ターネットワーク枠で出席）

千葉県再犯防止対応件数 ４件（中央区：2件 稲毛区：１件 若葉区：１件）



区 開催日 内容

中 央 区

6月 6日
9月25日
２月１８日
３月１４日

児童系通所事業所あつまり
中央区の児童発達・幼稚園・こども園あつまり
通所事業所勉強会「児童発達支援センターの役割について」
中央区児童発達・放課後デイ 事例検討会

花見川区
５月２１日
９月１７日
1月21日

児童系事業所意見交換会「児童事業所としての役割を考える」
児童系事業所意見交換会「児童事業所として相談支援事業所に協力できることは？」
児童系事業所意見交換会「事例検討」

稲 毛 区
６月１９日

10月23日
2月19日

児童系事業所意見交換会「報酬改定・未就学の支援等」
児童系事業所意見交換会「新個別支援計画・SNSの活用・緊急対応等」
児童系事業所意見交換会「学校・幼稚園・他の児童系事業所と連携したいこと等」

若 葉 区
6月18日
8月22日
１月２１日

若葉区児童系事業所意見交換会
ミニ講話・グループワーク 「LGBTQ」
ミニ講話・グループワーク 「児童発達支援センター」

緑 区
7月 4日
1月16日

緑区近隣児童系事業所意見交換会
緑区近隣児童系事業所意見交換会

美 浜 区
8月30日

10月29日
2月26日

児童系通所事業所意見交換会
児童系通所事業所意見交換会
児童系通所事業所意見交換会

児童分野に対する取組み

千葉市障害者基幹相談支援センターネットワーク

そのほか、各区で児童発達支援センター

指針作成作業部会や保育所等訪問支援事

業に関する連絡会議、特別支援学校との連

携会議等にも参加。事業所からの個別の相

談等にも応じている。
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地域の一員として安心して自分らしい暮らしを送れるよう、地域の課題を共有化し
たうえで、精神科病院・事業所・行政等が連携し、精神障害にも対応した地域包括ケ
アシステムの構築を目指しており、各基幹センターより以下の取組みに参画している。

進め隊

・地域定着支援について医療
機関等による課題集約を実施。
＜令和6年7月12日＞
精神科医療機関相談交流会
＜令和7年1月31日＞
相談支援事業所相談員交流会

・医療機関等へ地域移行支援
に関する研修会等を実施。
＜令和6年12月6日＞
病院研修会を実施。

・地域移行支援手順書の作成・
公開

精神障害にも対応した
地域包括ケアシステム構築推進事業への参画

広め隊

・公民館講座
＜開催日＞

7月20日・10月19日
10月26日・3月8日

・若年層向け普及啓発講座
＜植草学園大学＞
令和6年11月28日 23人参加
＜淑徳大学＞
令和6年12月3日 １６人参加
＜千葉県立幕張総合高校＞
令和6年12月18日 38人参加
＜植草学園大学＞
令和7年1月23日 86人参加

深め隊

・「合理的配慮」をテーマに教
育機関等に対し講演会を開催。

＜開催日＞
8月22日、9月13日
11月8日、11月22日

＜内容＞
当事者の体験談やにも包括事
業の説明等。

そのほか、各隊交流会や「地
域における福祉・医療サービ
ス何でも相談会」に参加。
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令和４年度から千葉障害者就労支援キャリアセンターと就労部会発足のための準備

スタート、令和6年度も基幹ネットワークが参画し、以下の取組みを実施した。

＜就労部会の活動＞

第１回 R6.5.14 事業計画について

第2回 R6.7.16 第1回就労継続A型・B型事業所意見交換会について等

第3回 R6.9.17 就労移行支援事業所意見交換会・就労選択支援事業について等

第4回 R6.11.12 第２回就労継続A型・B型事業所意見交換会、就労移行支援事業所

意見交換会、就労支援事業所の調査について 等

第５回 R7.1.14 就労継続支援事業所を対象とした調査について（優先調達関係）

第6回 R7.3.25 事業報告と令和7年度の取組みについて

障害者就労に関する取組み

＜就労系事業所意見交換会の開催＞

R6.5.10 就労移行支援事業所 意見交換会

R6.9.12 就労継続支援A型・B型事業所 意見交換会

R7.2.8 就労移行支援事業所 意見交換会



令和７年度もよろしくお願いします！

16

千葉市障害者基幹相談支援センターネットワーク


	スライド 1
	スライド 2: 千葉市基幹相談支援センターネットワーク　（令和6年度）
	スライド 3: 　
	スライド 4:   
	スライド 5: 相談支援事業所に対する取組み 　 　　　　　研修会開催、相談員の人材育成支援
	スライド 6
	スライド 7: 知的・発達の重い方等の居場所等の課題に対する取組み  行動障害を考える会　（令和2年度発足）
	スライド 8
	スライド 9
	スライド 10: 地域生活を支えるコーディネートへの取組み
	スライド 11: 地域生活支援拠点に関する取組み
	スライド 12: 触法障害者に関して（再犯防止事業）の取組み
	スライド 13: 児童分野に対する取組み
	スライド 14
	スライド 15
	スライド 16

